
仕事が休めない子育て世帯のため

一部の保育所等で一時預かりをします
（2019年4月30日、5月1日・2日など）

●利用中の保育所等が一時預かりをしていない方●
●保育所等を利用していない方●

認定こども園長崎幼稚園で一時預かり
をします（4月初旬から受付開始 利用料等は「イーカオ」に掲載予定）

●現在、保育所等を利用している方●

民間保育所等27箇所（※3/27現在）

で在園児の一時預かりをします
（開所する保育所等や開所日は子育て応援サイト「イーカオ」に掲載予定）



2019年5月1日

婚姻届の受付ができます

●場所 市役所本館１階

中央地域センター

●時間 午前9時～午後5時



2019年4月27日～5月6日の連休期間

【住民票の写しなどの証明書】

●マイナンバーカードをお持ちのかたは
コンビニ交付サービスが利用できます

（※4月25日・30日、5月1日の全日または一部の時間はご利用できません）

●市民サービスコーナーが利用できます
①メルカつきまち4階
②チトセピア2階
③三重地区市民センター
④琴海地域センター

開館時間は場所ごとに違います
詳しくは 市のHPに掲載



困ったときは

「あじさいコール」へ！
休日当番医は

どこ？
保育所の

一時預かりは？

粗大ごみの
受付は？

どこの施設が
開いている？

☎822-8888
年中無休！ 朝8時～夜8時


